
市報べっぷ 62021.1

　
　
　
　
　
　
　

※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

申
告
準
備
は
お
早
め
に
！　

市
県
民
税
の
申
告　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   
　
申
告
期
間　

２
月
1
日
㈪
～
３
月
15
日
㈪　
【
確
定
申
告
は
２
月
16
日
㈫
～
３
月
15
日
㈪
※
】

同
一
生
計
配
偶
者
の
追
加
申

告
を
し
な
い
と
、
配
偶
者
が

未
申
告
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

■
申
告
に
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

◎
印
鑑　

◎
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個

人
番
号
カ
ー
ド
）、
ま
た
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
「
通
知
カ
ー
ド
」

と
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
、
健
康
保
険
証
、
在
留

カ
ー
ド
な
ど
）

◎
所
得
の
計
算
に
必
要
な
も
の

・�

給
与
、
公
的
年
金
等
所
得
者
は
源

泉
徴
収
票
、
給
与
明
細
書
な
ど

・�

営
業
、
農
業
、
不
動
産
所
得

者
は
売
上
経
費
月
別
明
細
表
、

収
入
・
必
要
経
費
が
分
か
る

帳
簿
や
書
類
な
ど

◎
所
得
控
除
に
必
要
な
も
の

・
令
和
２
年
中
に
支
払
っ
た
国

民
年
金
保
険
料
、
国
民
健
康

保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、
介
護
保
険
料
、
生

命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
な

ど
の
証
明
書

・�

令
和
２
年
12
月
31
日
以
前
に

交
付
を
受
け
た
障
害
者
手
帳

・
医
療
費
控
除
の
明
細
書
な
ど

・
寄
付
金
受
領
証
明
書
な
ど

■
申
告
す
る
所
得
の
対
象
期
間

　

令
和
２
年
１
月
１
日
～

　

令
和
２
年
12
月
31
日

■
申
告
が
必
要
な
人

　

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、

別
府
市
に
住
所
を
有
し
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①�

収
入
が
な
か
っ
た
人
（
学
生
、

休
職
中
、
預
貯
金
で
生
活
な

ど
）

※�

市
内
に
住
所
を
有
す
る
親
族

の
扶
養
控
除
の
対
象
で
あ
れ

ば
申
告
不
要

②�

非
課
税
収
入
（
雇
用
保
険
、
児

童
扶
養
手
当
、
労
災
保
険
、
老

齢
福
祉
年
金
）
が
あ
っ
た
人

③�

初
め
て
非
課
税
収
入
（
遺
族
年
金
、

障
害
年
金
）
を
申
告
す
る
人

④�

給
与
、
公
的
年
金
等
の
源
泉

徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

人
や
そ
の
他
20
万
円
以
下
の

所
得
が
あ
る
人

※�

公
的
年
金
等
の
収
入
が
400
万

円
以
下
で
公
的
年
金
等
以
外

の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
場

合
、
所
得
税
の
申
告
は
不
要

で
す
が
、
各
種
控
除
を
追
加

申
告
す
る
場
合
は
市
県
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。

⑤�

給
与
、
公
的
年
金
等
所
得
者

で
、
こ
れ
以
外
に
所
得
が

あ
っ
た
人

⑥�

給
与
支
払
報
告
書
や
公
的
年

金
等
支
払
報
告
書
が
市
に
提

出
さ
れ
て
い
な
い
人

⑦�

営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
配
当
、

雑
（
公
的
年
金
等
以
外
）、�

一

時
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
人

※�
確
定
申
告
（
所
得
税
）
を
す

る
人
は
、
市
県
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
確
定
申
告
し
た
上

場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
の

申
告
不
要
制
度
を
選
択
す
る

場
合
は
、
併
せ
て
市
県
民
税

の
申
告
が
必
要
で
す
。

※
合
計
所
得
一
千
万
円
超
で
確

定
申
告
が
必
要
で
な
い
人
に

つ
い
て
、
市
県
民
税
申
告
で

※�

確
定
申
告
Ａ
様
式
の
受
付
を
市
役
所

で
行
う
期
間
で
す
。
確
定
申
告
Ｂ
様

式
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
初
年
度
の
人

は
税
務
署
で
の
申
告
と
な
り
ま
す
。

令和３年度の税制改正
�・同一生計配偶者及び扶養親族
   の合計所得金額要件

・基礎控除の見直し
・給与所得控除の見直し
・所得金額調整控除（新設）
・公的年金控除の見直し
・非課税範囲の改正
・「ひとり親控除」の適用
・寡婦控除の見直し
※詳細はホーム ページなどで
　ご確認ください。

　

申
告
は
、
市
県
民
税
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保

険
料
、
公
営
住
宅
の
家
賃
、
認
可
保
育
園
の
保
育
料
な
ど
を
算
定
す
る
基
礎
と
な
る
ほ
か
、
所
得
証

明
書
な
ど
を
発
行
す
る
際
の
資
料
と
な
る
大
切
な
手
続
で
す
。
必
要
書
類
を
ご
準
備
い
た
だ
き
、
期

間
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　

  

問　

市
民
税
課　

普
通
徴
収
係　
☎

（21）
１
１
１
９

■
事
業
主
の
方
へ

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
は
、

２
月
１
日
㈪
ま
で（
締
切
厳
守
）

　

令
和
２
年
中
に
給
与
、
賃
金
、

賞
与
な
ど
の
支
払
い
を
し
た
人
の

中
で
、
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、

別
府
市
に
住
所
を
有
し
て
い
る
人

の
給
与
支
払
報
告
書
を
２
部
作
成

し
、
２
月
１
日
㈪
ま
で
に
市
民
税

課
特
別
徴
収
係
34
番
窓
口
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

給
与
支
払
報
告
書
等
に
は
法

人
番
号
や
個
人
番
号
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
）
の
記
載
が
必
要

で
す
。
記
載
漏
れ
の
な
い
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

※
提
出
時
必
要
な
総
括
表
な
ど

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問　

市
民
税
課
特
別
徴
収
係

　
　

☎
（21）
１
１
１
９

■
申
告
の
受
付
日
時
・
場
所

市
役
所
で
の
申
告　

９
時
～
16
時

出
張
申
告　

９
時
～
15
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

※�

期
間
中
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
窓
口

が
混
み
合
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
告
の
受
付
場
所

期　間

２月１日（月）～３月 15 日（月）

２月２日（火）

２月３日（水）

２月４日（木）、５日（金）

２月９日（火）、10 日（水）

場　所

レセプションホール（１階）
※市民税課 33 番窓口は開設しません。

南部地区公民館

サザンクロス

北部コミュニティーセンターあすなろ館

朝日大平山地区公民館

市
役
所

出
張
申
告

※市役所本庁のみ申告会場の待ち状況をインターネットで確認できます。

市役所本庁申告
会場待ち状況は
こちらから▼
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※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
い
内
容
や
、
必
要
な
書
類

な
ど
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
税
務
署
（
徴
収
担
当
）

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

����

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

　
　

感
染
症
の
影
響
に
よ
り
納

　
　

税
が
困
難
な
方
へ
」

　
　

https://w
w
w
.nta.　

　
　

go.jp/taxes/nozei/　

　
　

nofu_�konnan.htm

問　

�

別
府
税
務
署　

　
　

☎
（23）
２
１
１
１

　
　

※
自
動
音
声
案
内

　

令
和
２
年
分
の
所
得
税
の
確

定
申
告
に
お
い
て
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

防
止
対
策
と
し
て
、
税
務
署
内

の
確
定
申
告
相
談
会
場
で
は
、

当
日
配
布
の
整
理
券
に
よ
る
入

場
制
限
を
行
い
ま
す
の
で
、
屋

外
で
長
時
間
並
ぶ
場
合
や
、
そ

の
日
の
う
ち
に
会
場
に
入
れ
な

い
場
合
も
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

自
宅
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
国
税
に
関
す
る
各

種
手
続
（
①
所
得
税
、
贈
与
税
、

消
費
税
等
の
申
告
、
②
全
て
の

国
税
の
納
税
、
③
納
税
証
明
書

の
交
付
請
求
等
）が
で
き
る「
国

税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム

（
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
）」
を
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

��https://w
w
w
.e-tax.　

　
　

nta.�go.jp

問　

�

別
府
税
務
署　

　
　

☎
（23）
２
１
１
１

　
　

※
自
動
音
声
案
内

　緊急時の住民への迅速で確実な情報伝達のため、国
がＪアラートの全国一斉情報伝達試験を実施します。
放送日時　２月 17 日（水）11 時～
放送場所　市内 10 か所のサイレンスピーカー
※試験放送ですのでお間違いのないようお願いします。
※放送内容が不明の場合は、テレフォンサービス
　☎０１８０ー９９９ー２７３まで。
問 　防災危機管理課　☎２１－２２５５

２月 17 日（水）11 時から試験放送

ご
み
収
集
に
つ
い
て

■
祝
日
の
ご
み
収
集

　

１
月
11
日
㈪
㈷
は
、
当
該
対

象
地
区
の
も
や
す
ご
み
、古
紙
・

古
布
の
収
集
を
行
い
ま
す
。
８

時
30
分
ま
で
に
決
め
ら
れ
た
場

所
に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

　

収
集
日
は
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー

に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。
必
ず

確
認
の
う
え
お
出
し
く
だ
さ
い
。

■
降
雪
時
の
ご
み
収
集

　

積
雪
な
ど
で
通
行
止
め
に
な

ら
な
い
限
り
原
則
と
し
て
通
常
通

り
の
収
集
を
行
い
ま
す
が
、
道
路

の
積
雪
状
況
な
ど
で
収
集
時
間
が

通
常
と
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
了
承
願
い
ま
す
。

　
ご
み
を
出
す
際
に
は
転
倒
な
ど
し

な
い
よ
う
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
身
に
危
険
を
感
じ
る
際
は

無
理
を
せ
ず
、
次
回
収
集
日
に
出
す

な
ど
安
全
確
保
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

環
境
課
清
掃
事
務
所

　
　

☎
（66）
５
３
５
３

別
府
四
季
の
カ
レ
ン
ダ
ー

　

令
和
３
年
版
の
別
府
四
季
の

カ
レ
ン
ダ
ー
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ

り
発
行
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

問　

�

秘
書
広
報
課　

☎
（21）
１
１
２
３

農
地
農
業
相
談

日
時　

１
月
21
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

市
役
所
４
階

　
　
　

農
業
委
員
会
室

内
容　

農
地
、
農
業
に
関
す
る

　
　
　

相
談
な
ど

相
談
員　

　

農
業
委
員
、

　

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

※
要
予
約
。
１
月
13
日
㈬
ま
で

　

に
電
話
で
左
記
へ
申
込
み

申

問　

農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
　

☎
（21）
１
１
７
８

HP

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
収
入
が
大
幅

に
減
少
し
た
場
合
や
災
害
に
よ

り
財
産
に
相
当
の
損
失
を
受
け

た
場
合
な
ど
、
所
定
の
要
件
に

該
当
す
る
と
き
は
、
税
務
署
に

申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
納

税
の
猶
予
」
な
ど
の
納
税
の
緩

和
制
度
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

国
税
の
納
税
に
関
し
、
税
務

署
で
の
相
談
を
希
望
す
る
場
合

は
、
税
務
署
に
電
話
予
約
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

納
税
の
緩
和
制
度
に
関
す
る

HP

国
税
の
納
税
の
緩
和
制
度

確
定
申
告
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

別府年金事務所からのお知らせ
■20歳になったら国民年金
　国民年金は年をとったとき、病気や事故で障がいが
残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働い
ている世代みんなで支えようという考えで作られた仕
組みです。国民年金は、20歳以上60歳未満の人は加入
することが義務付けられており、20歳になると日本年
金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。
※加入と同時に国民年金保険料の納付義務が生じます。
※令和２年度の１か月分保険料は、16,540円です。
　保険料を納めることが経済的に困難なときは、前年
の所得が一定の額を超えない場合は、保険料免除・納
付猶予制度（学生は納付特例制度が優先）が申請によ
り適用されます。
※相談・手続は、保険年金課年金係または別府年金事
　務所へお問い合わせください。

　問　別府年金事務所　　☎２２－５１１１
　問　保険年金課年金係　☎２１－１２８６
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令和３年度�別府市入札参加資格申請の受付令和３年度�別府市入札参加資格申請の受付
　令和３年度に別府市が発注する工事・物品購入・施設管理などの入札参加業者の資格審査申請の受付を行います。

提出期間　２月１日（月）～ 28 日（日）※ 郵送は２月 28 日（日）必着 期間後は原則として
受付はできません。

※いずれの申請も、提出書類を土・日曜日、祝日にお持ちになる場合は市役所の宿直へ。

　
　
　
　
　
　
　

※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

工事・コンサルタント 物品など 施設管理業務など

業
種

（１）建設業者
（２）建設コンサルタント等業者

物品の買入れ、製造請負
（工事請負以外）、リース・

レンタル、その他サービ
スなど令和２年度に申請
していない業者

設備運転、ビル清掃、警
備、貯水槽清掃、消防設
備保守、害虫などの駆除、
空気環境測定、一般廃棄
物処理など

資
格
有
効
期
間

【（１）建設業者】
　令和３年５月下旬～令和４年３月 31 日（約１年間）
※令和２年度に登録済みの建設業者は、資格有効期間が令和４
　年３月 31 日までのため、業種の追加等がなければ申請をす
　る必要はありませんが、市内に事業所のある建設業者は、市
　税納税（完税）証明書等を提出する必要がありますのでご注　
　意ください。

【（２）建設コンサルタント等業者】
　令和３年５月下旬～令和５年３月 31 日（約２年間）

　令和３年４月１日～令和４年３月 31 日（１年間）
※令和２年度に登録済みの業者は、資格有効期間　
　が令和４年３月 31 日までのため、今回の申請は
　不要です。

申
請
条
件

【共通】
①大分県が今年度に行う競争入札参加資格審査の申請を行って
　いること、または申請日の属する年度における大分県の競争
　入札参加資格を有していること。
②市税を完納していること。
➂その他指定する資格要件を満たしていること。

【（１）建設業者】
①令和３年２月１日現在において、建設業法の規定第３条に定
　める国土交通大臣または各都道府県知事の許可を受けている者
②令和元年 10 月１日から令和２年９月 30 日までの間を審査基
　準日とする総合評定値通知を国土交通大臣または各都道府県
　知事から受けている者

【（２）建設コンサルタント等業者】
①令和３年２月１日現在において、営業を開始している者

➀法令上、許可などを必要とする業種の場合は、　
　それらの許可などを得た者であること。
➁店舗または事業所を有し、令和３年１月１日現　
　在、同一業者で引き続き２年以上健全な経営を
　継続していること。
➂市税及び消費税を完納していること。
➃その他指定する資格要件を満たしていること。

提
出
書
類
・
提
出
先

競争入札参加資格審査申請書など

契約検査課建設管理係　☎２１－１２６４

競争入札（見積）参加資
格申請書など

契約検査課用度係
☎２１－１２６５

競争入札参加資格審査申
請書、経営事項審査表、
技術者名簿など

総務課管財係
☎２１－１１１８

※郵送で提出する場合は、84 円切手を貼付した返信用封筒（長３）を同封してください。
　（注）工事・コンサルタントは受付票の返信を希望する場合のみ

諸用紙は各担当課窓口のほかに市ホームページでダウンロードもできます。　　  https://www.city.beppu.oita.jp/
トップページ→「産業」→「入札・契約」→「競争入札参加資格（業者登録）」→ 各項目

HP
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その他の入札参加資格申請の受付その他の入札参加資格申請の受付
　「上下水道局が発注する下記の物品購入・業務委託」、「広域圏事務組合」には別府市とは別途に申請が必要です。

提出期間　２月１日（月）～ 28 日（日）※ 郵送は２月 28 日（日）必着 期間後は原則として
受付はできません。

※提出書類を土・日曜日、祝日にお持ちになる場合、上下水道局は上下水道局の宿直へ、広域圏事務組合は市役所の宿直へ。

　
　
　
　
　
　
　

※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　   幼稚園の入園手続はお済みですか
【入園対象】
平成27年４月２日～平成28年４月１日
※東山幼稚園は平成27年４月２日～平成30年４月１日　
　までに生まれ、別府市に住民登録している幼児
申 問 　各校区の小学校に併設された幼稚園
　　　（印鑑をお持ちください。）

       小学校・中学校 新入学のご案内
【入学対象】
■新小学１年生
　平成26年４月２日～平成27年４月１日生まれ

■新中学１年生
　平成20年４月２日～平成21年４月１日生まれ

　※いずれも別府市に住民登録をしている子ども

【受付場所】入学通知書で指定した学校

　※対象者宛てに入学通知書を１月中に郵送します。通
　　知書が届かない場合は下記へお問い合わせください。

【受付日】入学式の日

　※入学式までに住所などに異動があった場合は、市民
　　課で住民異動届の写しを受け取り、入学通知書と一
　　緒に下記までお持ちください。

問 　学校教育課（市役所５階）　☎２１－１５７４

 ４月からの交通安全指導員募集
　子どもたちが安全に登校できるように指導・
見守りをしていただける人を募集しています。

募集校区　南小、南立石小、春木川小、大平山小、朝日小
指導時間　授業日の７時30分～８時30分（約１時間）
応募締切　１月22日（金）   謝礼　10万円（年額）
内　　容　小学校付近の交差点などで子どもが安全に横断
　　　　　できるよう指導（※経験・性別は問いません。）　
問 　防災危機管理課　☎２１－２２５５

別府
市立

別府
市立

©Team�Beppyon

上下水道局
別杵速見地域広域市町村圏事務組合

業務委託 物品など

業
種

・水道料金等徴収業務
   （水道メーター検針、料金収納など）

・漏水調査業務
・上水道施設維持管理業務
・下水道施設維持管理業務
・その他上下水道事業に関連する
　業務 （水道配水池清掃業務・下水
　道管清掃業務など）

　上下水道局が発注する
　下記の物品購入など

分類　上下水道用材
内容　水道メーター、弁栓
　　　類、漏水防止機器、　
　　　ろ過材料、その他上
　　　下水道用機械器具

物品、施設管理、建設工事、コンサルタント

【申請条件】
別府市の入札参加申請条件に準じる

資
格
有
効
期
間

令和３年４月１日～令和５年３月 31 日（２年間）

【コンサルタント】
令和３年４月１日～令和５年３月 31 日（２年間）
【コンサルタント以外】

令和３年４月１日～令和４年３月 31 日（１年間）
※令和２年度に登録済みの業者は今回の申請は
　不要です。ただし圏域内に事業所のある建設
　業者は、市税納税証明書等（提出期間内発行
　のものに限る）を提出する必要があります。

提
出
書
類
等

提出書類及び提出方法などの詳細については、１月４日（月）から各々の窓口や下記の公式ホームページでダウンロードできます。

　上下水道局総務課契約資産係（上下水道局２階）   
　☎ ２３－３１０８
　 HP http://www.city.beppu.oita.jp/suido/

     別杵速見地域広域市町村圏事務組合
　（別府市役所４階）☎２１－１１２６
　 HP http://www.bekkihayami-oita.jp/
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※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
・
介
護
保
険
料

納
付
証
明
書
の
送
付

　

令
和
２
年
中
に
納
め
た
国
民

健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
の
納

付
証
明
書
を
１
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

　

納
付
証
明
書
は
、
令
和
２
年

分
確
定
申
告
と
、
令
和
３
年
度

市
申
告
の
際
に
社
会
保
険
料
控

除
（
納
め
た
全
額
が
対
象
）
を

受
け
る
た
め
に
必
要
で
す
。
こ

の
納
付
証
明
書
は
、
普
通
徴
収

で
納
め
た
分
の
み
を
記
載
し
て

い
ま
す
。
特
別
徴
収
（
年
金
か

ら
の
引
落
し
）
で
納
め
た
分
の

納
付
証
明
書
は
、
年
金
支
払
者

か
ら
送
付
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票

を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

障
害
年
金
、
遺
族
年
金
か
ら

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
分
は
、

年
金
支
払
者
か
ら
源
泉
徴
収
票

が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
納
付
証

明
書
が
必
要
な
人
は
、
各
担
当

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問　

国
民
健
康
保
険
税
・

　
　

�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
　

保
険
年
金
課　

　

���

☎
（21）
１
１
４
８

空
き
家
相
談
会（
要
予
約
）

　
空
き
家
の
管
理
、
利
活
用
、
解

体
な
ど
空
き
家
所
有
者
の
相
談

を
、
土
地
家
屋
調
査
士
・
宅
地
建

物
取
引
士
・
行
政
書
士
が
お
聞
き

し
ま
す
。
小
さ
な
問
題
、
大
き
な

問
題
、
あ
な
た
の
空
き
家
の
悩
み

を
一
緒
に
解
決
し
ま
せ
ん
か
。

※
マ
ス
ク
着
用
。
検
温
を
行
い
ま
す
。

日
時　

１
月
19
日
㈫

　
　
　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場�

所　

市
役
所
３
階　

　
　
　

３
Ｆ

－

１
会
議
室

申
込
方
法　

電
話
、
メ
ー
ル
、

　
　
　
　

左
記
窓
口
で
予
約

申

問　

建
築
指
導
課

　
　
　

☎
（21）
１
１
１
４

bug-co@
city.beppu.lg.jp

空
き
家
バ
ン
ク
に

登
録
し
ま
せ
ん
か

　

別
府
市
で
は
、
空
き
家
を
活

用
し
、
移
住
や
定
住
を
検
討
し

て
い
る
人
を
支
援
す
る
た
め
に

「
空
き
家
バ
ン
ク
」
制
度
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
別
府
市
に
空

き
家
を
お
持
ち
で
、
有
効
活
用

し
た
い
と
い
う
人
か
ら
の
情
報

提
供
を
お
持
ち
し
て
い
ま
す
。

問　

建
築
指
導
課

　
　

☎
（21）
１
１
１
４

別
府
版
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト

﹁
こ
れ
か
ら
ノ
ー
ト
﹂

配
布
中
で
す

　

お
気
持
ち
の
整
理
や
「
こ
れ

か
ら
」
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
ニ
ン

グ
に
、
こ
の
ノ
ー
ト
を
ご
活
用
く

だ
さ
い
。
高
齢
者
福
祉
課
の
窓
口

で
、
無
料
で
配
布
中
で
す
。
複
数

名
集
ま
れ
ば
、
ご
希
望
の
場
所
で

書
き
方
講
座
も
開
催
し
ま
す
。
お

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申

問　

高
齢
者
福
祉
課

　
　
　

☎
（21）
１
４
６
３

都
市
計
画
決
定
・

変
更
案
の
縦
覧

　

次
の
都
市
計
画
の
決
定
・
変

更
案
に
つ
い
て
縦
覧
し
ま
す
。

【
都
市
計
画
道
路
の
変
更
】

　

①
３
・
４
・
14
号
南
立
石
亀
川

線
（
大
分
県
決
定
）
②
３
・
５
・

24
号
鶴
見
明
礬
線（
別
府
市
決
定
）

【
地
区
計
画
の
決
定
】

　
陽
向
ガ
ー
デ
ン
地
区
地
区
計
画

　
（
別
府
市
決
定
）

期
間　

１
月
６
日
㈬
～
20
日
㈬

　
　
　

平
日
８
時
30
分
～
17
時

【
区
域
区
分
の
変
更（
大
分
県
決
定
）及

び
用
途
地
域
の
変
更（
別
府
市
決
定
）】

期
間　

１
月
12
日
㈫
～
26
日
㈫

　
　
　

平
日
８
時
30
分
～
17
時

　
　

介
護
保
険
料

　
　

高
齢
者
福
祉
課

　
　

☎
（21）
１
４
６
３

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
夜
間
窓
口

「
日
中
、
仕
事
な
ど
で
納
付
や

手
続
に
行
け
な
い
」
な
ど
で
お

困
り
の
人
の
た
め
に
夜
間
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
保
険
税
・
保

険
料
の
納
付
や
納
付
相
談
、
加

入
や
脱
退
の
手
続
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
電
話
で
の
相
談
も
受

け
付
け
ま
す
。

日
時　

１
月
６
日
㈬
、
21
日
㈭

　
　
　

17
時
30
分
～
20
時

問　

保
険
年
金
課

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

国
民
健
康
保
険
証

の
発
送

■
70
歳
に
な
る
人

　

国
民
健
康
保
険
加
入
中
で
70

歳
に
な
る
人
（
昭
和
26
年
１
月
２

日
～
昭
和
26
年
２
月
１
日
生
ま

れ
）
へ
、
令
和
３
年
７
月
末
日
ま

で
の
高
齢
受
給
者
証
一
体
型
保
険

証
を
１
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

問����

保
険
年
金
課�

　
　

☎
（21）
１
１
４
８

場
所　

都
市
政
策
課
（
市
庁
舎

３
階
）、
県
都
市
・
ま
ち
づ

く
り
推
進
課
（
県
庁
舎
６
階
、

大
分
県
決
定
の
み
縦
覧
可
能
）

※
こ
れ
ら
の
案
に
対
し
て
縦
覧

　

期
間
中
に
意
見
書
を
提
出
す

　

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問　
都
市
政
策
課�

☎
（21）
１
４
７
１

財
政
状
況
の
公
表

別
杵
速
見
広
域
圏

事
務
組
合

　

令
和
２
年
度
上
半
期
の
財
政

状
況
及
び
令
和
元
年
度
決
算
状

況
を
左
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

表
し
て
い
ま
す
。

　
　

http://w
w
w.

　
　

bekkihayam
i-oita.jp/

問　
別
杵
速
見
地
域
広
域
市
町
村

　

圏
事
務
組
合��

☎
（21）
１
１
２
６

普
通
救
命
講
習

　

毎
月
日
曜
日
に
開
催
予
定
の

普
通
救
命
講
習
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の

た
め
当
分
の
間
、
中
止
と
し
ま
す
。

※
資
格
取
得
等
の
た
め
修
了
証

が
必
要
な
場
合
は
別
途
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問　

消
防
本
部
警
防
課

　
　

☎
（25）
１
１
２
４

HP

©Team�Beppyon
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※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

る
こ
と
。

Ⓐ
控
除
後
の
月
額
所
得
が�����　
　
　
　
　
　
　

　

15
万
８
千
円
を
超
え

　

25
万
９
千
円
以
下

Ⓑ
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
向

け
住
宅
は
令
和
３
年
３
月
１

日
現
在
の
年
齢
が
35
歳
以
下

の
人
か
ら
な
る
夫
婦
で
他
に

同
居
人
が
い
な
い
こ
と
、
ま

た
は
35
歳
以
下
の
単
身
者

■
申
込
方
法

必
要
書
類
（
要
印
鑑
）
を
添　

え
、
期
限
内
に
申
込
み
を
。

※�

入
居
者
の
状
況
に
よ
り
書
類

が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
込
上
の
注
意
事
項

①��

婚
姻
中
の
夫
婦
の
一
方
の
み

（
夫
婦
別
居
中
、単
身
赴
任
等
）

で
の
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

�

た
だ
し
、
婚
約
済
み
で
当
選

後
、
指
定
の
入
居
日
か
ら
３

か
月
以
内
に
入
籍
予
定
の
場

合
は
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

②�

当
選
後
、
入
居
資
格
の
再
審

査
を
行
い
ま
す
。
こ
の
時
申

込
資
格
に
合
致
し
な
い
場
合

は
入
居
で
き
ま
せ
ん
。

③�
市
営
住
宅
の
入
居
は
当
選
し

た
月
の
翌
々
月
１
日
か
ら
で

す
。
当
選
前
の
内
見
は
で
き

ま
せ
ん
。

⑨
知
的
障
が
い
者（
⑧
と
同
程
度
）

⑩
生
活
保
護
受
給
者

◆
特
定
公
共
賃
貸
住
宅（
２
戸
）

申
込
資
格　

一
般
公
営
住
宅
の

申
込
資
格
①
②
③
④
に
加
え

次
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る

こ
と
。

��

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し
て

控
除
後
の
月
額
所
得
が

　

15
万
８
千
円
を
超
え

　

48
万
７
千
円
以
下

◆
若
年
夫
婦
・
若
年
単
身
者
用

　

住
宅

申
込
資
格　

一
般
公
営
住
宅
の

申
込
資
格
①
③
④
に
加
え
次

の
条
件
を
全
て
満
た
し
て
い

員
で
な
い
こ
と
。

⑤�

世
帯
員
の
所
得
を
合
算
し

て
控
除
後
の
月
額
所
得
が

15
万
８
千
円
以
下

※�

条
件
に
よ
り
所
得
の
上
限
が
緩

和
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

単
身
で
申
し
込
む
場
合

上
記
①
③
④
⑤
の
申
込
資
格
に

加
え
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

⑥�
入
居
日
時
点
で
満
60
歳
以
上

で
あ
る
こ
と
。

⑦
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
級
～

　

４
級
）を
持
っ
て
い
る
。

⑧
精
神
障
が
い
者
（
精
神
障
害　
　

者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
～
３

級
程
度
）

◆
一
般
公
営
住
宅
（
22
戸
）

申
込
資
格　

次
の
条
件
を
全
て�

　

満
た
し
て
い
る
こ
と
。

①�

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
（
公

営
住
宅
の
契
約
者
、
持
ち
家

が
あ
る
人
は
申
込
不
可
）。

②
同
居
す
る
親
族
が
い
る

　
（
単
身
者
用
住
宅
を
除
く
。）。

③
市
税
を
完
納
し
て
い
る
。

④�

入
居
申
込
者
全
員
が
暴
力
団

申
込
期
間　

　

１
月
４
日
㈪
～
15
日
㈮

抽
選
日　

１
月
23
日
㈯

申

問　

別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
（21）
２
２
０
０

④�

市
営
住
宅
及
び
そ
の
敷
地
内

で
の
ペ
ッ
ト
の
飼
育
・
持
ち

込
み
は
禁
止
で
す
。

空
家
情
報
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
(27)
０
８
３
９（
24
時
間
案
内
）

大
分
県
住
宅
供
給
公
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
（w

w
w.oita-jkk.jp)

　
「
大
分
県
住
宅
供
給
公
社
」→

　
「
別
府
市
営
住
宅
」

各
出
張
所
窓
口　

間
取
り
の
み

閲
覧
で
き
ま
す
。

◆
浜
脇
高
層
等
店
舗
・
浜
脇
再

開
発
店
舗
入
居
者
募
集

申
込
受
付　

１
月
６
日
㈬
～

※
敷
金
は
月
額
家
賃
の
６
か
月

　

分
で
す
。
詳
し
く
は
左
記
へ��

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申

問　
別
府
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
(21)
２
２
０
０

　

    https://w
w
w.�city. 

　
　

beppu.oita.jp/

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

HP

住宅名 募集
戸数 棟 階数 入居基準

光の園
１ A ４ 単身者

１ Ｆ ５

単身者・家族
鶴見

１ Ｇ ４
１

Ｈ
４

１ ５

竹の内
１ Ｃ ３

家族

１ Ｄ ３
宮園 １ Ａ ４
上野口 １ Ｃ ２

石垣原
１ Ａ ２
２ Ｂ 簡二

北中
１ Ｂ ２
１ Ｃ １

古賀口
１

Ｃ
１

１ ３
新別府 １ Ａ ３

扇山
１ Ｃ ３
１ Ｄ １

朝見再開発 １ Ａ ２

石田
１ Ａ ４
１ Ｂ ４

真光寺（特公賃） １ ー ７

松原（特公賃） １ ー ５ 若年夫婦・
若年単身者

◆申し込みには「マイナンバー」が必要です

　市営住宅の申込みには、来た人の本人確

認と、申込者（入居者全員分）のマイナン

バーの提示が必要となります。「通知カー

ド」か「マイナンバーカード」と身分証を

忘れずにお持ちください。

物件 浜脇
高層店舗

浜脇
再開発店舗

場所 浜脇１丁目
８番５号

浜脇２丁目
８番 20 号

店舗
面積  51.26 ㎡  44.93 ㎡

月額
家賃  58,640 円  53,870 円
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※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申請に必要な「QRコード付き交付申請書」が順次再送付されます
　１月上旬から３月下旬にかけて、マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちでない人に、
地方公共団体情報システム機構からマイナンバーカードの申請に必要な「ＱＲコード付き交付申
請書」が再送付されます。
　スマートフォンやタブレットをお持ちの人はオンライン申請が可能です（ご自身のメールアド
レスの入力が必要です）。郵送で申請する場合は、ＱＲコード付き交付申請書に必要事項を記入
のうえ写真を貼り、同封の返信用封筒に入れて投函してください（申請先は、市役所ではありま
せん）。申請方法がわからない人へ、市役所グランドフロアエスカレーター下で申請をサポート
します（平日８時30分～17時）。
※必ず下記の本人確認書類（①または②）と同封の封筒・ＱＲコード付き交付申請書、
　証明写真（縦4.5㎝×横3.5㎝で、６か月以内に撮影されたもの）をお持ちください。
※スマートフォンでの申請サポートを希望する場合、証明写真はご自身のスマートフォンで
　撮影したものをデータで送るため、証明写真の持ち込みは不要です。

大分県埋蔵文化財センター
の愛称を募集します

　大分県の教育機関である「大分県立埋蔵文化財
センター」では、令和３年度に開館５周年を迎え
るにあたり、より愛され親しまれるよう、愛称を
広く募集します。

応募資格　県内にお住まいの人であれば、
　　　　　誰でも応募可能（応募点数３点まで）
応募方法　応募用紙（愛称、意味、氏名、住所など　
　　　　　を記入）を郵送、FAXまたはメール
募集期間　１月４日（月）～２月５日（金）当日消印有効

問・送付先
大分県立埋蔵文化財センター（大分市牧緑町１ー６１）
※詳細は、大分県立埋蔵文化財センターに電話または
　ホームページをご覧ください。
      http://www.pref.oita. jp/site/maizobunka/
☎　０９７－５５２－００７７　
FAX   ０９７－５５２－０７００

　a31720@pref.oita. lg. jp

HP      

宝くじ助成金による
コミュニティ助成事業

　（一財）自治総合センターでは、宝くじの社
会貢献広報事業として、地域のコミュニティ活
動の充実・強化を図るためのコミュニティ助成
事業を行っています。

　亀川地区防災士会防災備品の整備
　地域の防災力向上を図るため、令和２年度の宝
くじ助成金を活用して、亀川地区防災士会にトラン
シーバー、拡声器及び大型トイレ用テントを整備し
ました。

問 　防災危機管理課　☎２１－２２５５

マイナンバーカード未取得の人へ

ＱＲコード付き交付申請書に関すること
☎ ０１２０－９５－０１７８

（マイナンバー総合フリーダイヤル）※年末年始を除く。
平　日　９時 30 分～ 20 時
土日祝　９時 30 分～ 17 時 30 分

ＱＲコード付き交付申請書の申請サポートに関すること
総合政策課　☎ ７５ー８５２１　平日のみ（８時 30 分～ 17 時）

①顔写真付きの公的な本人確認書類の場合は１点

　運転免許証・住民基本台帳カード・
　パスポート・身体障害者手帳など　
②顔写真のない公的な本人確認書類の場合は２点

　健康保険証・介護保険被保険者証・
　年金手帳・年金証書など

【本人確認書類】
※①または②をお持ちください。

【問合せ先】

1 月４日（月）～
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※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

債
務
者
相
談
会

（
要
予
約
）

　

弁
護
士
に
よ
る
30
分
程
度
の

相
談
で
す
。
借
金
問
題
で
お
困

り
の
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
程　

①
１
月
14
日
㈭

　
　
　

②
１
月
28
日
㈭

時
間　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

場
所　

①
市
役
所
４
階

　
　
　
　

４
Ｆ
｜
２
会
議
室

　
　
　

②
市
役
所
５
階

　
　
　
　

５
Ｆ
｜
１
会
議
室

定
員　

各
６
人（
先
着
順
）

※
電
話
で
左
記
へ
申
込
み

申

問　

産
業
政
策
課

　
　
　

☎
（21）
１
８
８
１

消
費
生
活
相
談

　

消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
や
契
約
・
解
約
な
ど
の
相
談

を
受
け
て
い
ま
す
。
一
人
で
悩

ま
ず
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

日
時　

月
～
金
曜
日

　
　
　

９
時
～
16
時
30
分

※
祝
日
除
く
。

相
談
員　

消
費
生
活
専
門
相
談
員

場
所
・
問　

　

別
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
（
市
役
所
４
階
産
業
政
策
課
内
）

　

☎
（21）
１
８
８
１

人
権
相
談（
要
予
約
）

　

部
落
差
別
問
題
を
は
じ
め
と

し
た
人
権
問
題
に
関
す
る
各
種

相
談
を
電
話
や
面
接
で
お
受
け

し
ま
す
。

日
時　

月
～
金
曜
日

　
　
　

９
時
～
16
時

　
　
　

受
付
15
時
30
分
ま
で

※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
。

場�

所
・
申

問

　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
（
石
垣
東
10
丁
目
）

　

☎
（23）
６
１
６
３

身
近
な
人
権
講
座

日
時　

１
月
25
日
㈪

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場�

所　

中
部
地
区
公
民
館

　
　
　
（
南
須
賀
）

テ
ー
マ　

�

高
齢
者
と
人
権　
　

～
笑
顔
あ
ふ
れ
る
地

域
づ
く
り
～

講
師　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

　
　
　

川
添
な
の
は
な
ク
ラ
ブ

　
　
　

副
会
長
兼

　
　
　

ク
ラ
ブ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

　
　
　

岩
本
と
み
代
さ
ん

問　

社
会
教
育
課

　
　

☎
（21）
１
５
８
７

　
　

人
権
同
和
教
育
啓
発
課

　
　

☎
（21）
１
２
９
１

市
民
人
権
講
座

日
時　

１
月
27
日
㈬

　
　
　

10
時
～
12
時

場
所　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
石
垣
東
10
丁
目
）

テ
ー
マ　

子
ど
も
の
人
権
問
題

演
題　

存
在
を
大
切
に
す
る
～

　
　

子
ど
も
と
の
暮
ら
し
の

　
　

中
で
見
つ
け
た
小
さ
な

　
　

こ
と
～

講
師　

社
会
福
祉
法
人

　
　
　

別
府
光
の
園　

　
　
　

統
括
施
設
長

　
　
　

松
永
忠
さ
ん

問　

人
権
同
和
教
育
啓
発
課

　
　

☎
（21）
１
２
９
１

　
　

人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
（23）
６
１
６
３

オレンジカフェ別府
　物忘れが気になる人や介護している家
族、認知症に関心のある人が集い、交流
する場です。
日時　１月16日（土）   13時30分～15時30分
場所　野口ふれあい交流センター（野口元町）
費用　100円（飲み物代）
問 　高齢者福祉課　☎２１－１４４２

女性と人権　～男女共同参画社会の実現のために～
　男女平等の理念は日本国憲法に明記されており、男女雇用機会均等法などによって男女平等の原則が確立されているに
もかかわらず、未だに「女だから・女なのに」といった性別役割意識や女性を軽視する風潮が根強く残っていて、雇用や
昇進において平等に扱われないといった男女差別があります。ほかにも、性犯罪などの女性に対する暴力、夫・パートナー
からの暴力（ＤＶ：ドメスティックバイオレンス）、ストーカー、職場や学校で起こるセクシュアルハラスメントの問題も
重大です。
　ＤＶは、主に配偶者や恋人など親しい関係にある人から受ける暴力という意味で使われています。お互いが対等な関係
ではなく、一方が力で相手を自分の思うようにする（支配する）ことです。「身体的な暴力（殴る、蹴る、物を投げるなど）」
だけでなく、「性的な暴力（性行為や中絶の強要など）」、「言葉での暴力・精神的な暴力（暴言、人前で侮辱する、人格を
否定するなど）」、「経済的な暴力（生活費を渡さない、金銭管理を独占する、外で働かせないなど）」、「社会的暴力（常に
行動を監視する、友人との付き合いを制限するなど）」、「デジタル暴力（携帯のチェック、ＧＰＳで居場所監視するなど）」
などがあります。
　また最近では、働く女性が妊娠や出産を理由に解雇や雇い止めをされるなどの不利益な扱いや、職場で精神的・身体的
な嫌がらせを受けるマタニティハラスメントが問題となっています。
　このように、女性の社会進出や男女平等の実現にはまだまだ多くの障壁があり、実際に賃金や女性管理職の割合などに
おいて性別間の格差が残されているのが現状です。このような格差を積極的に解消しようとする取り組みを「ポジティブ・
アクション」といいます。性別に関わりなく、社会参加や自己実現の機会が保障され、存分に能力を発揮できる「男女共
同参画社会」を共に築いていきましょう。

１月の無料人権相談�お気軽にご相談ください。
日時　13 日（水）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時　
場所　市役所３階　３Ｆ－１会議室（予約優先）　 問　人権同和教育啓発課　☎２１－１２９１

わたしたちのねがい



　　  市への申告書の提出期限　令和３年２月１日（月）まで【期限厳守】
　　  ※償却資産を所有している場合は、毎年行う償却資産の申告と同時に軽減の申告を行ってください。
　　  ※詳しくは市ホームページをご覧ください。eLTAX でも受付をしています。
　　　  市ホームページ→新型コロナウイルスに関する情報まとめ→令和３年度課税分新型
　　　��コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税・都市計画税の軽減について　　
　　　  申告・問 　資産税課　☎２１－１１２０
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償却資産
とは
　

工
場
や
商
店
を
営
ん
で
い
た
り
、
駐
車
場
や
ア
パ
ー
ト
経
営

な
ど
の
事
業
を
し
て
い
る
会
社
や
個
人
が
事
業
の
た
め
に
使
っ

て
い
る
土
地
・
家
屋
以
外
の
資
産
の
こ
と
で
す
。

課税対象
　

原
則
と
し
て
耐
用
年
数
が
１
年
以
上
で
、
取
得
価
額
が
10
万
円

以
上
の
資
産
が
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。

（
個
別
に
償
却
し
て
い
る
も
の
や
少
額
資
産
の
特
例
適
用
を
受
け

た
資
産
は
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
対
象
）

構
築
物

広
告
塔
・
門
・
駐
車
場
や
緑
化
施
設
等
の
外
構
工
事
・

屋
外
給
排
水
な
ど

機
械
・
装
置
電
気
機
械
・
印
刷
機
・
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
設
備
・

発
電
シ
ス
テ
ム
な
ど

船
舶

は
し
け
・
漁
船
・
遊
漁
船
な
ど

車
両
・

運
搬
具

大
型
特
殊
自
動
車

※
自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
の
対
象
と
な
る
も
の
は
除
く

工
具
・
器
具
・

備
品

医
療
器
具
・
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
事
務
機
・
ル
ー
ム
エ
ア

コ
ン
・
冷
蔵
庫
・
テ
レ
ビ
・
カ
ラ
オ
ケ
機
器
な
ど

申告方法及び期限
　

資
産
の
所
有
者
は
、
資
産
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
年
１

月
１
日
現
在
の
所
有
状
況
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限　

令
和
３
年
２
月
１
日
㈪

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
事
業
収
入
の
減
少
に

伴
う
課
税
標
準
の
特
例
（
以
下
「
コ
ロ
ナ
軽
減
申
告
」
と
い
う
）
を
提

出
さ
れ
る
場
合
は
、
償
却
資
産
の
申
告
と
合
わ
せ
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

コ
ロ
ナ
軽
減
申
告
の
申
告
期
限
も
、
令
和
３
年
２
月
１
日
㈪
と
な
っ
て

い
ま
す
。
な
お
、
そ
の
場
合
は
、
償
却
資
産
申
告
書
（
第
二
十
六
号
様

式
）
18
備
考
欄
の
７
．
他
添
付
書
類
等
名
称
に
「
コ
ロ
ナ
軽
減
申
告
書
」

と
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
コ
ロ
ナ
軽
減
申
告
の
詳
細
は
下
記
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

　

�

初
め
て
事
業
用
の
資
産
を
所
有
す
る
人
、
ま
た
過
去
に
申
告
漏
れ
の

あ
っ
た
事
業
者
は
、
申
告
書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

申
告
・
問　

資
産
税
課
家
屋
償
却
係　

☎
（21）
１
１
２
0

軽
減
割
合

　令和２年２月～ 10 月までの任意の連続する３か月間の事業収入の合計額が前年の同期間と比較して、
　■ 30％以上 50％未満減少している場合…２分の１軽減 　■ 50％以上減少している場合…全額軽減

対
象
と
な
る
固
定
資
産

　令和３年１月１日現在において、中小事業者等が所有する事業用家屋と償却資産
※令和３年度の課税分に限定されます。土地や個人が所有する居住用の家屋は軽減の対象外です。
※事業用と居住用が一体の家屋の場合、事業に供している床面積に応じた部分が対象です。
※事業用家屋の所有者が中小事業者等ではなく、個人（会社の経営者など）である場合は軽減の対象外です。
　ただし個人（会社の経営者など）が所有する事業用家屋を「個人事業主」として会社へ貸し付けている場合、
　個人事業主の貸し付け事業収入が減少要件等を充たせば軽減の対象となる可能性があります。

手
続
方
法

　事前に認定経営革新等支援機関等へ申告書及び確認書類を提出し、要件を充たしていることの確認依頼を行って
　ください。支援機関等の確認を受けた後、同書類一式を別府市に提出してください。
※認定経営革新等支援機関とは、国の認定を受けた税理士や公認会計士などですが、今回の軽減制度では国の認
　定を受けていない専門家も確認が可能です。詳しくは市ホームページをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が一定以上減少している中小事業者等（ただし大企
業の子会社等は除く）に対して事業用家屋及び償却資産の固定資産税、都市計画税を軽減します。

令和３年度課税分　固定資産税・都市計画税
「コロナ軽減申告書」提出期限は２月１日（月）です

償却資産（固定資産税）の申告期限は２月１日（月）です

こちらから▲

　
　
　
　
　
　
　

※
掲
載
し
て
い
る
催
し
は
、
中
止
・
延
期
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

市への申告手続の
前に認定経営革新
等支援機関等で確
認を受ける必要が
あります。


